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化
学
品
に
係
る
優
良
試
験
所
基
準
（
Ｇ
Ｌ
Ｐ
）
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書

第
Ａ
部

１

こ
の
分
野
別
附
属
書
は
、
次
の
も
の
に
適
用
す
る
。

第
Ｂ
部
第
一
節
に
特
定
す
る
各
締
約
者
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
化
学
品
（
化
学
物
質
で
あ
る
か
製
剤
で

(a)
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。)
に
つ
い
て
行
う
試
験
に
関
す
る
優
良
試
験
所
基
準
（
以
下
「
Ｇ
Ｌ
Ｐ
」
と
い
う
。)

原
則
を
試
験
施

設
が
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
確
認

確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
が
作
成
す
る
デ
ー
タ
の
受
入
れ

(b)
２

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
適
用
上
、

(a)

「
確
認
基
準
」
と
は
、
第
Ｂ
部
第
三
節
に
特
定
す
る
各
締
約
者
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則

(i)
で
あ
っ
て
、
千
九
百
九
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
の
経
済
協
力
開
発
機
構
理
事
会
決
定
Ｃ
（
九
七
）
一
八
六
（
最

終
）
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
八
十
一
年
五
月
十
二
日
付
け
の
経
済
協
力
開
発
機
構
理
事
会
決
定
Ｃ
（
八
一
）
三

〇
（
最
終
）
附
属
書
二
に
合
致
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
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「
検
証
」
と
は
、
第
Ｂ
部
第
三
節
に
特
定
す
る
各
締
約
者
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
試
験
の
監
査
、
検

(ii)
査
そ
の
他
の
手
続
に
よ
り
試
験
施
設
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
監
視
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
千
九
百
九

十
五
年
三
月
九
日
付
け
の
経
済
協
力
開
発
機
構
理
事
会
決
定
Ｃ
（
九
五
）
八
（
最
終
）
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百

八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
経
済
協
力
開
発
機
構
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ
（
八
九
）
八
七
（
最
終
）
（
特
に
そ
の
附
属

書
一
及
び
二
）
に
合
致
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

こ
の
協
定
に
別
段
の
定
義
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
分
野
別
附
属
書
に
お
け
る
い
ず
れ
の
用
語
も
、
千
九
百
八

(b)
十
一
年
五
月
十
二
日
付
け
の
経
済
協
力
開
発
機
構
理
事
会
決
定
Ｃ
（
八
一
）
三
〇
（
最
終
）
附
属
書
二
に
含
ま
れ
る
「
経

済
協
力
開
発
機
構
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
」
、
千
九
百
八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
経
済
協
力
開
発
機
構
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ

（
八
九
）
八
七
（
最
終
）
附
属
書
一
に
含
ま
れ
る
「
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
監
視
手
続
の
た
め
の
指
針
」
及
び
Ｇ
Ｌ
Ｐ
コ
ン
セ

ン
サ
ス
文
書
「
屋
外
試
験
へ
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
の
適
用
」
（
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
及
び
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
監
視
に
関
す
る
経
済
協
力

開
発
機
構
文
書
第
六
巻
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
改
正
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
を
有
す
る
。

第
Ｂ
部
に
い
う
「
改
正
」
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

(c)

一
方
の
締
約
者
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
己
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
。
こ

(i)
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の
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。

一
方
の
締
約
者
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
己
の
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
を
廃
止
し
、
当
該
関
係
法
令
又
は
運
用
規

(ii)
則
に
代
わ
る
新
た
な
法
令
又
は
運
用
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か

を
問
わ
な
い
。

一
方
の
締
約
者
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
己
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
関
連
部
分
を
他
の
法
令
又
は

(iii)
運
用
規
則
に
組
み
入
れ
る
こ
と
。

第
Ｂ
部
第
三
節
に
特
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
を
改
正
す
る
に
当
た
っ
て
、
両
締
約
者
は
、
関
連
の
経
済
協
力

(d)
開
発
機
構
の
決
定
及
び
勧
告
と
の
整
合
性
を
維
持
す
る
必
要
性
に
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

３

協
定
第
二
条
２
に
関
し
、
各
締
約
者
は
、
千
九
百
九
十
五
年
三
月
九
日
付
け
の
経
済
協
力
開
発
機
構
理
事
会
決
定
Ｃ
（
九

五
）
八
（
最
終
）
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
経
済
協
力
開
発
機
構
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ

（
八
九
）
八
七
（
最
終
）
に
合
致
し
て
い
る
両
締
約
者
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
監
視
制
度
が
相
互
に
同
等
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

し
て
、
他
方
の
締
約
者
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
る
試
験
施
設
の
確
認
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
当
該
確
認
を
受
け
た
試

験
施
設
が
特
定
の
試
験
項
目
に
関
し
て
作
成
し
た
デ
ー
タ
を
、
自
己
の
試
験
施
設
で
あ
っ
て
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し
て
い
る
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こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
を
与
え
た
も
の
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
と
同
等
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
た
だ
し
、
次
の

及
び

(a)

の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

(b)

第
Ｂ
部
第
三
節
に
特
定
す
る
当
該
他
方
の
締
約
者
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
当
該
他
方
の
締
約
者
の
権
限

(a)
の
あ
る
当
局
が
発
行
し
た
当
該
試
験
施
設
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
に
関
す
る
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
文
書
が
、
デ
ー
タ

に
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
デ
ー
タ
の
作
成
の
た
め
に
行
っ
た
試
験
が
、
両
締
約
者
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従

(b)
い
、
そ
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
の
適
用
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

４

協
定
第
八
条
３
及
び
６
に
い
う
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
の
表
は
、
合
意
さ
れ
る
適
切
な
様
式
で
作
成
さ
れ
、
か
つ
、

(a)
次
の
情
報
を
含
む
も
の
と
す
る
。

試
験
施
設
の
名
称
及
び
住
所

(i)

検
証
又
は
確
認
の
日
付

(ii)

Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況

(iii)

千
九
百
八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
経
済
協
力
開
発
機
構
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ
（
八
九
）
八
七
（
最
終
）
附
属
書

(iv)
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三
の
付
録
４
に
掲
げ
る
専
門
分
野
の
う
ち
該
当
す
る
も
の

各
締
約
者
は
、
他
方
の
締
約
者
か
ら
の
理
由
を
示
し
た
要
請
に
応
じ
、
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
に
関
す
る
追
加
的
な

(b)
情
報
を
、
可
能
な
限
り
に
お
い
て
当
該
他
方
の
締
約
者
に
提
供
す
る
。

各
締
約
者
は
、
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
に
は
、
当
該
試

(c)
験
施
設
に
係
る
証
明
書
の
取
消
し
に
関
す
る
情
報
を
、
遅
滞
な
く
他
方
の
締
約
者
に
伝
達
す
る
。

５

各
締
約
者
は
、
他
方
の
締
約
者
に
対
し
、
試
験
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
理
由
を
示
し

(a)
た
疑
義
を
書
面
に
よ
り
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
に
対
す
る
検
査
又
は
試
験
の
監
査
を
当
該
他

方
の
締
約
者
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
更
に
実
施
す
る
よ
う
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
要
請
を
受
け
た
締
約
者
は
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
締
約
者
に
対
し
、
検
査
若
し
く
は
試
験
の
監
査
の
結
果
を
通
報

(b)
し
、
又
は
検
査
若
し
く
は
試
験
の
監
査
を
実
施
し
な
か
っ
た
理
由
を
説
明
す
る
。

当
該
要
請
を
行
っ
た
締
約
者
は
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
日
か
ら
、
当
該
要
請
を
受
け
た
締
約
者
の
権
限
の
あ
る
当
局
が

(c)
更
に
実
施
す
る
検
査
又
は
試
験
の
監
査
の
結
果
に
よ
り
当
該
試
験
施
設
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て

確
認
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
当
該
試
験
施
設
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
の
受
入
れ
を
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
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い
。例

外
的
な
状
況
に
お
い
て
疑
義
が
残
り
、
か
つ
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
締
約
者
が
特
定
の
懸
念
に
つ
い
て
そ
の
正
当
性

(d)
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
締
約
者
は
、
当
該
試
験
施
設
が
確
認
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ

き
、
協
定
第
七
条
の
規
定
に
従
っ
て
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｂ
部

第
一
節

Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
に
従
っ
た
試
験
の
対
象
と
な
る
化
学
品
の
範
囲
を
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

欧

州

共

同

体

日

本

国

一

医
薬
品
に
関
し
、

一

医
薬
品
に
関
し
、

医
薬
品
の
試
験
に
係
る
分
析
上
の
、
薬
理
毒
性
上
の

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及

(a)

(a)

及
び
臨
床
上
の
基
準
及
び
手
続
に
関
す
る
構
成
国
の
法

び
そ
の
改
正

律
の
近
似
化
に
関
す
る
閣
僚
理
事
会
指
令
七
五
・
三
一

薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一

(b)

八
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
を
改
正
す
る
千
九
百
八
十
六
年
十
二
月
二

号
）
及
び
そ
の
改
正

十
二
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会
指
令
八
七
・
一
九
・
Ｅ
Ｅ

Ｃ
及
び
そ
の
改
正

二

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、
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薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及

(a)

医
薬
品
の
試
験
に
係
る
分
析
上
の
、
薬
理
毒
性
上
の

び
そ
の
改
正

(b)
及
び
臨
床
上
の
基
準
及
び
手
続
に
関
す
る
構
成
国
の
法

動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
農
林

(b)

律
の
近
似
化
に
関
す
る
閣
僚
理
事
会
指
令
七
五
・
三
一

省
令
第
三
号
）
及
び
そ
の
改
正

八
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
附
属
書
を
修
正
す
る
千
九
百
九
十
一
年
七

月
十
九
日
付
け
の
欧
州
委
員
会
指
令
九
一
・
五
〇
七
・

三

農
薬
に
関
し
、

Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
及
び

そ
の
改
正

二

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

動
物
用
医
薬
品
の
試
験
に
係
る
分
析
上
の
、
薬
理
毒

四

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

(a)
性
上
の
及
び
臨
床
上
の
基
準
及
び
手
続
に
関
す
る
構
成

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る

(a)

国
の
法
律
の
近
似
化
に
関
す
る
閣
僚
理
事
会
指
令
八

法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
そ
の

一
・
八
五
二
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
を
改
正
す
る
千
九
百
八
十
六
年

改
正

十
二
月
二
十
二
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会
指
令
八
七
・
二

飼
料
添
加
物
の
評
価
基
準
の
制
定
に
つ
い
て
（
平
成

(b)

〇
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

四
年
四
畜
Ａ
第
二
百
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

動
物
用
医
薬
品
の
試
験
に
係
る
分
析
上
の
、
薬
理
毒

五

新
規
化
学
物
質
及
び
指
定
化
学
物
質
に
関
し
、

(b)
性
上
の
及
び
臨
床
上
の
基
準
及
び
手
続
に
関
す
る
構
成

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法

(a)

国
の
法
律
の
近
似
化
に
関
す
る
閣
僚
理
事
会
指
令
八

律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
及
び
そ
の
改
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一
・
八
五
二
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
附
属
書
を
修
正
す
る
千
九
百
九

正

十
二
年
三
月
二
十
日
付
け
の
欧
州
委
員
会
指
令
九
二
・

新
規
化
学
物
質
に
係
る
試
験
及
び
指
定
化
学
物
質
に

(b)

一
八
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

係
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和

総
理
府

三

植
物
保
護
剤
に
関
し
、

四
十
九
年
厚
生
省

令
第
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

千
九
百
九
十
五
年
七
月
十
四
日
付
け
の
欧
州
委
員
会
指
令

通
商
産
業
省

九
五
・
三
五
・
Ｅ
Ｃ
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
植
物
保
護
剤

の
市
場
流
通
に
関
す
る
千
九
百
九
十
一
年
七
月
十
五
日
付

六

労
働
者
の
健
康
保
護
の
た
め
に
規
制
の
対
象
と
す
る
化

け
の
閣
僚
理
事
会
指
令
九
一
・
四
一
四
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ

学
物
質
に
関
し
、

の
改
正

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七

(a)
号
）
及
び
そ
の
改
正

四

バ
イ
オ
サ
イ
ド
に
関
し
、

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

(b)

バ
イ
オ
サ
イ
ド
製
品
の
市
場
流
通
に
関
す
る
千
九
百
九
十

三
十
二
号
）
及
び
そ
の
改
正

八
年
二
月
十
六
日
付
け
の
欧
州
議
会
・
閣
僚
理
事
会
指
令

九
八
・
八
・
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

五

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

千
九
百
九
十
四
年
七
月
二
十
二
日
付
け
の
欧
州
委
員
会
指

令
九
四
・
四
〇
・
Ｅ
Ｃ
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
動
物
用
飼
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料
に
含
ま
れ
る
添
加
物
の
評
価
の
た
め
の
指
針
を
定
め
る

千
九
百
八
十
七
年
二
月
十
六
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会
指
令

八
七
・
一
五
三
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

六

新
規
の
及
び
既
存
の
化
学
品
に
関
し
、

危
険
な
化
学
物
質
の
分
類
、
包
装
及
び
表
示
に
関
す

(a)
る
法
令
及
び
運
用
規
則
の
近
似
化
に
関
す
る
閣
僚
理
事

会
指
令
六
七
・
五
四
八
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
第
七
次
改
正
で
あ

る
千
九
百
九
十
二
年
四
月
三
十
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会

指
令
九
二
・
三
二
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

危
険
な
製
剤
の
分
類
、
包
装
及
び
表
示
に
関
す
る
構

(b)
成
国
の
法
令
及
び
運
用
規
則
の
近
似
化
に
関
す
る
千
九

百
八
十
八
年
六
月
七
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会
指
令
八

八
・
三
七
九
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

既
存
の
化
学
物
質
の
危
険
性
の
評
価
及
び
管
理
に
関

(c)
す
る
千
九
百
九
十
三
年
三
月
二
十
三
日
付
け
の
閣
僚
理

事
会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
七
九
三
・
九
三
号
及
び
そ
の
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改
正

七

食
品
添
加
物
に
関
し
、

食
料
品
の
公
的
な
規
制
に
関
す
る
千
九
百
八
十
九
年

(a)
六
月
十
四
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会
指
令
八
九
・
三
九

七
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

食
料
品
の
公
的
な
規
制
に
係
る
追
加
的
な
措
置
に
関

(b)
す
る
千
九
百
九
十
三
年
十
月
二
十
九
日
付
け
の
閣
僚
理

事
会
指
令
九
三
・
九
九
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

八

化
粧
品
に
関
し
、

化
粧
品
に
関
す
る
構
成
国
の
法
律
の
近
似
化
に
関
す
る
閣

僚
理
事
会
指
令
七
六
・
七
六
八
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
第
六
次
改
正

で
あ
る
千
九
百
九
十
三
年
六
月
十
四
日
付
け
の
閣
僚
理
事

会
指
令
九
三
・
三
五
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正
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第
二
節

権
限
の
あ
る
当
局

欧

州

共

同

体

日

本

国

欧
州
共
同
体
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
欧
州
共
同
体
の
構
成

日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
次
の
当
局
又
は
こ
れ
を
承

国
の
次
の
当
局
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局
と
す
る
。

継
す
る
当
局
と
す
る
。

ベ
ル
ギ
ー

医
薬
品
に
関
し
、

す
べ
て
の
化
学
品
に
関
し
、

厚
生
労
働
省

公
衆
衛
生
科
学
機
関

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

デ
ン
マ
ー
ク

農
林
水
産
省

工
業
用
化
学
品
に
関
し
、

産
業
促
進
庁

農
薬
に
関
し
、

医
薬
品
に
関
し
、

農
林
水
産
省

医
薬
品
庁

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

ド
イ
ツ

農
林
水
産
省

す
べ
て
の
化
学
品
に
関
し
、
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連
邦
環
境
自
然
保
護
原
子
炉
安
全
省

新
規
化
学
物
質
及
び
指
定
化
学
物
質
に
関
し
、

厚
生
労
働
省

ギ
リ
シ
ャ

経
済
産
業
省

す
べ
て
の
化
学
品
に
関
し
、

国
立
化
学
総
合
研
究
所

労
働
者
の
健
康
保
護
の
た
め
に
規
制
の
対
象
と
す
る
化
学

物
質
に
関
し
、

ス
ペ
イ
ン

厚
生
労
働
省

医
薬
品
に
関
し
、

ス
ペ
イ
ン
医
薬
品
庁
医
薬
品
安
全
部

農
薬
に
関
し
、

農
業
漁
業
食
糧
省
農
業
局

工
業
用
化
学
品
に
関
し
、

科
学
技
術
省
品
質
工
業
安
全
部

添
加
物
に
関
し
、

保
健
消
費
省
食
品
安
全
部

バ
イ
オ
サ
イ
ド
に
関
し
、

保
健
消
費
省
環
境
衛
生
労
働
保
健
部

フ
ラ
ン
ス
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工
業
用
化
学
品
、
農
薬
そ
の
他
の
化
学
品
（
医
薬
品
及
び

化
粧
品
を
除
く
。)

に
関
し
、

化
学
品
関
係
省
庁
間
グ
ル
ー
プ

医
薬
品
（
動
物
用
医
薬
品
を
除
く
。)

及
び
化
粧
品
に
関

し
、フ

ラ
ン
ス
保
健
製
品
衛
生
安
全
庁
（
Ａ
Ｆ
Ｓ
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｓ
）

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

フ
ラ
ン
ス
食
品
衛
生
安
全
庁

国
立
動
物
用
医
薬
品
庁

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

す
べ
て
の
化
学
品
に
関
し
、

国
立
認
定
局

イ
タ
リ
ア

す
べ
て
の
化
学
品
に
関
し
、

保
健
省

オ
ラ
ン
ダ
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す
べ
て
の
化
学
品
に
関
し
、

保
健
福
祉
ス
ポ
ー
ツ
省
医
療
検
査
局
Ｇ
Ｌ
Ｐ
部

オ
ー
ス
ト
リ
ア

す
べ
て
の
化
学
品
に
関
し
、

連
邦
農
林
環
境
水
利
省

ポ
ル
ト
ガ
ル

工
業
用
化
学
品
及
び
農
薬
に
関
し
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
の
権
限
の
下
に
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
品
質
管
理
院
（
Ｉ
Ｐ
Ｑ
）

経
済
省

医
薬
品
及
び
動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

国
立
医
薬
品
院
（
Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｅ
Ｄ
）

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

す
べ
て
の
化
学
品
に
関
し
、

社
会
福
祉
保
健
生
産
物
管
理
庁
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

医
薬
品
、
動
物
用
医
薬
品
、
衛
生
用
品
及
び
化
粧
品
に
関

し
、医

薬
品
庁

他
の
す
べ
て
の
化
学
品
に
関
し
、

認
定
適
合
性
評
価
庁
（
Ｓ
Ｗ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｃ
）

連
合
王
国

す
べ
て
の
化
学
品
に
関
し
、

保
健
省
優
良
試
験
所
基
準
適
合
監
視
部

第
三
節

Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
、
検
証
及
び
確
認
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

欧

州

共

同

体

日

本

国

一

千
九
百
九
十
九
年
三
月
八
日
付
け
の
欧
州
委
員
会
指
令

一

医
薬
品
に
関
し
、

一
九
九
九
・
一
一
・
Ｅ
Ｃ
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
優
良
試

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及

(a)

験
所
基
準
原
則
の
適
用
及
び
化
学
物
質
の
試
験
に
対
す
る

び
そ
の
改
正
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同
原
則
の
適
用
の
検
証
に
関
す
る
法
令
及
び
運
用
規
則
の

医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の

(b)

調
和
に
関
す
る
千
九
百
八
十
六
年
十
二
月
十
八
日
付
け
の

基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
一

閣
僚
理
事
会
指
令
八
七
・
一
八
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

号
）
及
び
そ
の
改
正

医
薬
品
の
製
造
（
輸
入
）
承
認
申
請
の
際
に
添
付
す

(c)

二

千
九
百
九
十
九
年
三
月
八
日
付
け
の
欧
州
委
員
会
指
令

べ
き
医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
に
係
る

一
九
九
九
・
一
二
・
Ｅ
Ｃ
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
優
良
試

資
料
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
（
平
成
九
年
薬
審
第
二
百

験
所
基
準
（
Ｇ
Ｌ
Ｐ
）
の
検
査
及
び
検
証
に
関
す
る
千
九

五
十
三
号
・
薬
安
第
二
十
九
号
）
及
び
そ
の
改
正

百
八
十
八
年
六
月
九
日
付
け
の
閣
僚
理
事
会
指
令
八
八
・

Ｇ
Ｌ
Ｐ
実
地
調
査
に
係
る
実
施
要
領
の
制
定
に
つ
い

(d)

三
二
〇
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
そ
の
改
正

て
（
平
成
九
年
薬
審
第
二
百
五
十
四
号
・
薬
安
第
三
十

号
）
及
び
そ
の
改
正

二

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及

(a)
び
そ
の
改
正

動
物
用
医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の

(b)
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
農
林
水
産
省

令
第
七
十
四
号
）
及
び
そ
の
改
正

薬
事
法
関
係
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
十
二

(c)
年
十
二
畜
Ａ
第
七
百
二
十
九
号
）
及
び
そ
の
改
正
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三

農
薬
に
関
し
、

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）

(a)
及
び
そ
の
改
正

農
薬
の
毒
性
に
関
す
る
試
験
の
適
正
実
施
に
つ
い
て

(b)
（
平
成
十
一
年
十
一
農
産
第
六
千
二
百
八
十
三
号
）
及

び
そ
の
改
正

四

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る

(a)
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
そ
の

改
正飼

料
添
加
物
の
動
物
試
験
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に

(b)
つ
い
て
（
昭
和
六
十
三
年
六
十
三
畜
Ａ
第
三
千
三
十
九

号
）
及
び
そ
の
改
正

飼
料
添
加
物
の
動
物
試
験
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に

(c)
基
づ
く
査
察
実
施
要
領
の
制
定
に
つ
い
て
（
平
成
二
年

元
畜
Ａ
第
三
千
四
百
四
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正
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五

新
規
化
学
物
質
及
び
指
定
化
学
物
質
に
関
し
、

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法

(a)
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
及
び
そ
の
改

正
新
規
化
学
物
質
に
係
る
試
験
及
び
指
定
化
学
物
質
に

(b)
係
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を
定
め
る
省
令
第
四
条

に
規
定
す
る
試
験
施
設
に
つ
い
て
（
昭
和
五
十
九
年
環

保
業
第
三
十
九
号
・
薬
発
第
二
百
二
十
九
号
・
五
十
九

基
局
第
八
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

新
規
化
学
物
質
の
審
査
等
に
際
し
て
判
定
の
資
料
と

(c)
す
る
試
験
成
績
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
昭
和
六
十
三
年

衛
生
第
三
十
九
号
・
六
十
三
基
局
第
八
百
二
十
二
号
）

及
び
そ
の
改
正

六

労
働
者
の
健
康
保
護
の
た
め
に
規
制
の
対
象
と
す
る
化

学
物
質
に
関
し
、

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七

(a)
号
）
及
び
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規

(b)
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定
に
基
づ
き
試
験
施
設
等
が
具
備
す
べ
き
基
準
（
昭
和

六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
六
号
）
及
び
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
、
ボ

(c)
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
及
び
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
の
施
行
に
つ
い
て
（
昭
和
六
十
三
年
基
発
第

六
百
二
号
）
及
び
そ
の
改
正

試
験
施
設
等
に
関
す
る
安
衛
法
Ｇ
Ｌ
Ｐ
適
合
確
認
要

(d)
領
の
制
定
に
つ
い
て
（
平
成
元
年
基
発
第
百
二
十
三

号
）
及
び
そ
の
改
正


